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会  議  録 

会 議 名 第４回小金井市市民協働のあり方等検討委員会 

事 務 局 市民部 コミュニティ文化課 

開 催 日 時 平成２３年３月２日（水）午前９時５７分～午後０時０６分 

開 催 場 所 萌え木ホール・Ａ会議室 

出 席 委 員 

安藤雄太 委員長 

川合彰 副委員長  

吉田孝 委員  

堀井廣子 委員  

玉山京子 委員  

今井啓一郎 委員  

飯野恭子 委員  

山路憲夫 委員 

欠 席 委 員 
白井亨 委員  

千葉恵 委員  

事 務 局 員 

１ 小金井市 

コミュニティ文化課長 鈴木茂哉  

コミュニティ文化課文化推進係長 山田耕太郎  

コミュニティ文化課文化推進係主事 岩佐健一郎 

２ 小金井市社会福祉協議会 

 （１）小金井市市民協働支援センター準備室 

   市民協働推進員 加藤進 

市民協働推進員 佐藤宮子 

 （２）小金井ボランティア・市民活動センター 

地域福祉係職員 嶋田直人 

傍 聴 の 可 否  可 

傍 聴 者 数 ２人 

会 議 次 第 

（１）協働の定義 

（２）協働の意義 

（３）協働の原則 

（４）その他 

会 議 結 果 別紙のとおり 

発 言 内 容 別紙のとおり 
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提 出 資 料 

（１）市民協働に関する小金井市実態調査報告書 

（２）「協働の定義」についての小金井市及び他市等の例 

（３）「協働の意義」についての他市等の例 

（４）「協働の原則」についての小金井市及び他市等の例 

（５）鳩山内閣総理大臣による所信表明演説（平成２１年１０月２

５日）及びその後の関連記事（新聞記事抜粋） 

（６）「新しい公共」円卓会議による「新しい公共」宣言及び関係

資料 

（７）平成２３年度政府税制改正大綱（抜粋）及び関係資料 

（８）新しい公共支援事業の実施に関するガイドライン 

（９）小金井市長による平成２３年度施政方針（市報こがねい・３

月１日号） 

（１０）「ぼらんてぃあ こがねい」１月１日号、３月１日号 

（１１）市民協働推進事業概要（予算資料） 
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会 議 結 果 

 

１ 協働の定義について 

  次回も引き続き議論することとした。 

 

２ 協働の意義について 

  次回も引き続き議論することとした。 

 

３ 協働の原則について 

  次回も引き続き議論することとした。 
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発 言 内 容 

【安藤委員長】  おはようございます。定刻３分ほど前ですけれども、今日、ご出席

いただけるメンバーが皆様そろいましたので、始めさせていただきたいと思います。 

 それでは、第４回のあり方等検討委員会を開催したいと思います。よろしくお願いし

ます。今日は、千葉委員と白井委員がご欠席ということで、ご連絡ございましたので、

このメンバーで今日はご協議いただきたいと思います。 

 最初に、今日は膨大な資料、ばらばらにいろんな形になっていますので、過不足があ

るといけませんので、資料はどういうものがあるのかということを含めて、事務局のほ

うから説明いただけますか、どんな資料があるかということ。座ったままでいいですよ。 

【鈴木課長】 それでは、本日提出させていただいた資料について確認をさせていただ

きます。 

 皆様の机の上にたくさん資料を置かせていただいておりますが、上から順番に確認さ

せていただきたいと思います。一番上にありますのが本日の次第でございます。 

 次第の４番目に、提出資料ということで記載がございますが、上から順に確認いたし

ます。（１）市民協働に関する小金井市実態調査報告書でございます。これは、前回、案

としてお示ししましたものを修正、訂正等を入れまして、この報告書をもって確定版と

いうことで、改めて提出をさせていただきました。（２）「協働」の定義についての小金

井市及び他市等の例というものでございます。（３）「協働」の意義についての他市等の

例、３ページです。（４）「協働」の原則についての小金井市及び他市等の例ということ

で、４ページです。 

 その後に、（２）、（３）、（４）の関連資料として、各市のハンドブックとか、協働指針

等の写しをつけさせていただいておりますので、こちらを上から確認させていただきま

すと、武蔵野市の市民協働ハンドブック２００９年版というのがございます。その次に、

市民活動団体との協働の基本方針概要版、これは西東京市です。続きまして、中央区の

地域との協働指針策定委員会中間報告書（概要版）。その次に、せんだい・こらぼんと仮

名の振ってある仙台市のものです。その次が、知っておきたいＮＰＯのこと協働編とい

うことで、水色がかったものです。 

 （５）以下は、情報提供として資料を提出したものです。（５）が、鳩山内閣総理大臣

による所信表明演説ということで、新聞記事の抜粋でございます。Ａ４で３枚ほどつい

てございます。（６）が、「新しい公共」円卓会議、１１ページまでです。その次が、そ

の関連資料ということで、「新しい公共」宣言要点です。それと、「新しい公共」円卓会

議における提案と制度化等に向けた政府の対応。その次にいきまして、（７）が、平成２

３年度政府税制改正大綱（抜粋）と関係資料。（８）が、新しい公共支援事業の実施に関

するガイドライン、平成２３年２月、内閣府と書いてあるものでございます。 

 その次が（９）になりまして、３月１日号の市報です。平成２３年度施政方針という

ことで、市民協働に関する部分も触れられておりますので、お目通しいただきたいと思

っております。 

 その次が、（１０）「ぼらんてぃあ こがねい」ということで、１月１日発行のものと、

３月１日発行のものでございます。 

 次第のほうには、（１０）「ぼらんてぃあ こがねい」までの記載となっておりますが、

それ以外につけさせていただいたものといたしまして、３５、市民協働推進事業概要と

いうことで、Ａ４のペラ１枚で、平成２３年度の市の協働関連予算の内訳等について記
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載されているものがございます。 

 それと、最後になりますが、市民活動団体等との協働のススメということで、財団法

人東京市町村自治調査会のほうから出されたものでございます。カラーコピーでつけさ

せていただいております。 

 一応、今回、皆様にお配りさせていただいた資料については以上でございます。 

【安藤委員長】  ありがとうございました。 

 不足しているものはございますか。中身については、また後で説明を加えていただき

ますが、よろしいですか。不足はありませんね。 

 それでは、先に進めさせていただきたいと思いますが、先ほど、資料の説明がござい

ましたように、市民協働に関する小金井市実態調査報告書ということで、前回ご協議い

ただいたちょっと厚めの冊子がございます。前回、いろいろとご意見をいただいた部分

で、訂正したり何かしたものが、今日、お配りしたものですので、どことどこをどんな

ふうに直したかというのだけ、簡単に事務局のほうで説明いただけますか。 

【事務局】  では、実態調査報告書の修正箇所について、ご説明させていただきます。 

 ２点なんですけれども、まず、２８ページをごらんいただけますでしょうか。２８ペ

ージの一番下の文章なんですけれども、案の段階では、「これらは協働事業とした主な理

由でないことがわかる」としていたんですけれども、修正しまして、「主な理由でないと

していることがわかる」というふうに修正させていただきました。 

 ２点目なんですけれども、５５ページをごらんいただけますでしょうか。５５ページ

の（３）で、質問、答弁、意見というふうにございますけれども、案の段階では、意見

の部分が（４）となっておりまして、切り離してあったんですけれども、同じ内容でご

ざいますので、３番と４番をくっつけまして、（３）質問、答弁、意見と３つまとめさせ

ていただいて、４番以降は、繰り上げた形で訂正させていただいております。ですので、

こちらのヒアリングの項目が案の段階では４１あったんですけれども、修正させていた

だいて、１つ減りまして４０になっております。 

 報告書の（案）がとれて、これで確定版としたいと思います。 

 以上です。 

【安藤委員長】  ありがとうございました。 

 ということで、前回、いろいろな角度からご意見をいただいたり、ご質問があった部

分がありましたけれども、文言として訂正したのは、以上２点だということで、ご確認

いただければと思います。 

 それでは、これはこれで次にいきたいと。これから、協働の中身に入っていきますけ

れども、多分、行政の皆さん方がいろいろとお考えになっているのはこれですし、前に

お配りいただきましたＮＰＯ側の協働に関する意向調査みたいなものもありましたけれ

ども、それなんかも、協働を考える上で、多分、必要になってきますので、常時お持ち

いただければと思います。 

 それでは、中身のほうに入っていきたいと思います。今日は、前回のこれからの進め

方ということでもって、協働というものをどういうふうにとらえるかという、そのルー

ルなり、考え方なりというのを整理しましょうというのが、前回の委員会でご確認いた

だいたところでございますので、今日は、その中身について、先ほどの資料を含めて、

皆さんとご意見を交わしていきたいと思います。 

 それで、お手元の今日お配りいただきました４枚つづりのものです。「協働」の定義と
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いうのが一番上に載っているかと思いますが、各市町村のものをコピーしていただいた

のが先ほど説明いただいたものですが、各区市町村の協働についてどう考えているのか

とか、この辺の中身について、尐し資料説明をいただきながら、議論していきたいと思

います。 

 それでは、最初に、「協働」の定義という部分について、それから、今日は、いろんな

ご意見をいただくということにしたいと思いますので、定義とはこうだこうだという

一々文言を確認するということには、多分、至らないかと思いますので、大枠として、

協働の定義とか、それから、協働についての意義とか、原則とかという、その大枠につ

いて他市の例を見ながら尐し押さえていきたいと思いますので、その部分については、

ご自由にご意見をいただければと思います。 

 それでは、最初に、「協働」の定義というところについて、資料説明をいただきたいと

思いますので、あと、今日、あわせてお配りしていただいている例えば他市のものなん

かもコピーしていただいていますので、これらもあわせてご説明いただければと思いま

す。 

【事務局】  まず、「協働」の定義についてという４ページのものから概要をご説明い

たします。まず、小金井市で、実際、公文書にどういう形で登場しているかということ

で、ピックアップしてみました。小金井市市民参加条例の第２条の定義の第２号に協働

の定義がありまして、市民及び市が、それぞれの役割と責任に基づき、対等の立場で連

携協力し市政を充実させ、または発展させることをいうというふうに定義してあります。 

 それから、ついこの３月議会で議決された小金井市の第４次基本構想・前期基本計画

では、協働について、このように述べております。 

 それから、小金井市第３次行革大綱、昨年の５月に策定されたものは、これは市民協

働という定義でございまして、このようになってございます。 

 ちなみに、当委員会が、市民協働に関する小金井市実態調査の説明文書、依頼文書の

中につけました協働事業の定義につきまして、これは、８月、９月にかけて小金井市の

５２課に調査をかけたわけですけれども、市民及び市が、それぞれの役割と責任に基づ

き、対等の立場で連携協力して実施する公共性のある事業と、一応仮にこういう形で委

員の皆さんの合意を得まして、調査にかけたところでございます。 

 あと、他市等の例でございますが、自治省、これは、１９９７年、若干古いんでござ

いますけれども、このように定義してございます。 

 東京都は２つありますけれども、１つは、２０００年１０月の東京都ボランティア・

ＮＰＯとの協働に関する検討委員会報告に、協働の定義をこのようにしてございます。

それから、平成１３年３月の東京都における社会貢献活動団体との協働～協働の推進指

針の中ではこのように定義してございます。 

 近隣市で、武蔵野市は、武蔵野市ＮＰＯ活動促進基本計画の中でこのように定義して

ございます。調布市は、調布市市民参加プログラムの中で、このように定義しておりま

す。西東京市は、市民活動団体との協働の基本方針の中でこのように定義してございま

す。ちなみに、これは、特定非営利活動法人日本ＮＰＯセンターという、かなり広範囲

に、ＮＰＯの関係で全国的に展開しているＮＰＯ法人でございますけれども、この中で、

協働はこのように定義してございます。 

 次に、意義でございます。３ページです。武蔵野市につきましては、今日配付いたし

ました茶色の武蔵野市協働ハンドブック２００９年版という、これは、カラーコピーし
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て、実は、社会福祉協議会で、うちのコピーが壊れまして、ドック入りしているんでご

ざいますけれども、これは、カラーコピーで１０日間ほど全部ただで使えるということ

でございまして、今日はあえてカラーコピーをしてきましたけど、これは、次回からは

全部白黒になります。これは、金はかかっておりません。 

 それで、このような資料は、私どもの視察に行ったり、研修に行ったりして集積した

資料でございます。その中でよさそうなものをピックアップしてここに掲載しているわ

けでございます。 

 武蔵野市の市民協働ハンドブック２００９年版の２ページをお開きいただきたいと思

います。２ページの上は定義でございますけれども、下のほうに、協働の意義というこ

とで、①から④まで意義として記載してございます。ついでに、協働の原則というのも

次の４ページにございますけれども、同じように、武蔵野市のハンドブックの５ページ

を引用しているので、これは協働のルールとなっておりますけど、原則、ルールどちら

とも言いますけれども、共通ですからご説明させていただきます。 

 それから、西東京市でございますが、カラーコピーをしたこれです。市民活動団体と

の協働の基本方針（概要版）の中をごらんいただきますと、協働の定義は先ほど言いま

したけど、見開きのところに、「協働とは？」というのが定義となっております。それか

ら、協働についての意義と原則でございますが、全体が重なり合って、意義と原則、特

に原則は裏面、裏というか見開きの外側、最後のページのところに、「なぜ、協働するの

か？」、「協働の原則（７つの基本ルール）」ということで、このように１から７まで記載

してございます。 

 それから、中央区でございますが、中央区は、白黒で８ページのものを出しましたけ

れども、ここで、協働の意義について、１ページに３つほど掲げてございます。 

 それから、協働の原則といったようなものは、５ページ、協働の原則（協働推進の共

通ルール）ということで、このように原則を掲げておられます。 

 次に、仙台市でございますが、仙台市の仙台協働本というのがあります。その中で、

８ページは協働の効果、これはまた、意義ということにも重なるものでございますので、

掲載させていただきました。それから、裏面の９ページですけど、協働を進める際のル

ール、原則も①から⑤まで掲げておられます。 

 カラーの表紙の財団法人東京市町村自治調査会で、「市民活動団体等との協働のスス

メ」という資料が入っております。ここで、３ページで協働の意義について、なぜ今、

協働なのか、協働の定義、協働パートナー等について記載してございます。それから、

裏面の４ページには、協働を進める際の基本原則ということで掲げておられます。 

 それから、ＮＰＯ法人の日本ＮＰＯセンターの協働編という、これは書籍でございま

すが、この中で、「協働ってなに？」「なぜ、協働するの？」というあたりが、定義、背

景にかかる部分でございます。それから、裏面の２８ページですけど、「協働が市民、Ｎ

ＰＯ、行政にもたらす効果とは？」というようなところが意義に当たるところでござい

ます。 

 以上で、４ページの資料説明と附属の資料説明は終わります。 

 それから、（５）以下は、課長が説明されましたように、一応政府の動きも、最近、特

に協働に関する政府の動きが非常に活発になっております。それについての一連の資料

を提供させていただきました。１つは、（５）の鳩山内閣総理大臣による所信表明演説、

これは、新聞記事の抜粋でございますけれども、平成２１年１０月２６日の夕刊の抜粋
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ですけど、鳩山内閣総理大臣が就任されて、最初の臨時国会で、所信表明演説をされた

ものでございます。その中で、４段目の６行目から、小さく「新しい公共」と書いてご

ざいます。ここの一連のものが内閣総理大臣の所信表明演説に登場したものでございま

す。 

 なお、「新しい公共」というのは、政府レベルにおいては、多分これくらいなんでしょ

うけど、民間レベルにおいては、かなり以前から主張されてきた概念でございます。 

 次の２ページを開けていただければ、所信表明演説の骨子が書いてあります。この中

で、骨子の４つ目に、市民やＮＰＯの活動を側面から支援するということがあります。

これが、所信表明演説の骨子として掲げられております。 

 その次の３ページ目ですけど、「新しい公共」実現会議ということで、ＮＰＯ寄附優遇

税制など議論ということで、これは、昨年の１月２２日付の新聞ですけれども、円卓会

議を発足させて、このような動きになりますという新聞記事でございます。 

 それから、（６）ですけど、「新しい公共」円卓会議による「新しい公共」宣言及び関

係資料というものがあります。３種類ほどございますけれども、円卓会議というのは、

昨年の１月に設けられまして、この中の１ページをお開きいただきたいと思います。「新

しい公共」宣言、これは、平成２２年６月４日、所管は内閣府でありますけれども、そ

ういうことで「新しい公共」宣言というのを有識者によりまして、出されました。それ

が、「新しい公共」宣言要点ということで、２ページの裏表になっておりますまとめがあ

ります。それに集約されてございますので、それをごらんいただければいいかと思いま

す。 

 それから、「新しい公共」円卓会議における提案と制度化等に向けた政府の対応という

のがあります。これをかいつまんでご説明申し上げます。１ページの寄附税制、これは、

あとの政府の税制改正大綱にも関連するわけでございますけれども、６月４日の「新し

い公共」宣言に対しまして、政府のほうでこういうふうに対応しますよというお約束を

したのが、この横長のＡ４判のものでございます。 

 ここを見ますと、総理から税額控除の割合は寄附金の５０％とすると直々に指示があ

ったようでございます。この税額控除というのは、所得控除と違いまして、ストレート

に税金が減額されるわけです。ですから、１０万円寄附した場合は、２,０００円引きま

して、９万８,０００円残ります。その９万８,０００円の残った分の地方税を含めて５

０％ですから、４万９,０００円、だから、１０万円寄附した場合、４万９,０００円が

税額控除になります。これは、「ぼらんてぃあ こがねい」でもご説明しますけど、そう

いうふうに、これは大変なことでございます。関係者から長い間要望されておりました

けど、なかなか腰を上げなかったんですけれども、今、税制改正の法案として、国会に

提出されております。 

 ただ、これも、きのうやっと予算が未明に衆議院を通過しましたけど、予算関連法案

がどうなるかわからないという状況でございますので、マスコミ報道等で、年度内に成

立することは大変難しいと言われております。その中にこれは入っているんです。です

から、これがどういうふうに末路をたどるのかはわかりません。 

 それから、実は、どういうＮＰＯ法人に対して、５０％の税額控除をかけるかという

ことでございますけれども、今までの認定ＮＰＯ法人というのは極めて尐なく、全国に

３万幾らあると言われるＮＰＯ法人のうち１００だったか、２００で極めて特殊なＮＰ

Ｏ法人しか適用されないという厳しい審査がありました。審査は国税庁でやっておりま
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して、要するに、公共性についてとことん条件が厳しかったわけでございます。 

 今度の税制改正によりまして、これは、かなり大幅に緩和されます。しかし、公共性

というのは担保しなきゃいけませんので、一番の要件は、３,０００円以上そのＮＰＯ法

人に寄附した人が、１００人以上あった場合は、認定しようということになっておりま

す。そのほかにも多尐の要件があるんですけれども、ですから、ものすごい要件緩和な

んです。それによって公共性があるかどうかを判断して、税金をまけましょうというこ

とでございます。 

 当然、税金をまけますと、国とか地方公共団体の歳入は減るわけでございますけど、

政府が、ＮＰＯ法人に対してなかなか支援がストレートに難しいということから、寄附

を拡大しまして、それを促進するための税制でございまして、歳入は減るけれども、そ

のかわり、ＮＰＯ法人の懐は結果として潤うということで、新しい公共が盛んになって、

市民のために、国民のためになると、こういう構図のようでございます。 

 裏の２ページをごらんいただきたいと思います。それから、審査機関が、今まで国税

庁だったのが、都道府県に移管します。それから、２ページの下から４行目に、３とし

て地域において活動するＮＰＯ法人等の支援（個人住民税）とございますけれども、こ

れは、寄附対象団体の拡大ということでございまして、個人住民税の寄附金税額控除に

ついて、所得税の控除対象寄附金の範囲を超えて、ＮＰＯ法人への寄附金を地方団体が

条例に基づき指定できる仕組みを導入するということで、これは、多分地方税法を改正

するんだろうと思うんですけれども、要するに、条例でさらに拡大できますよという規

定です。 

 それから、６ページをごらんいただきたいと思います。４の国・自治体等の業務実施

にかかわる市民セクター等との関係の再編成というのがありまして、民間提案型の業務

委託、市民参加型の公共事業についての新しい仕組みを創設。また、仕分けの中で事業

停止・縮減のみならず、独立行政法人や公益法人から、ＮＰＯ等への業務運営等の移管

を検討する。これに対する政府の対応でございますが、行政が独占してきた「公」を企

業、ＮＰＯ等に開き、国民が積極的に公に参画することを重視する。このため、行政に

よる直轄事業を見直し、企業、ＮＰＯ等の参画を認める事業、民間資金等活用事業や公

共サービス改革を進める事業を重視するというふうに政府の対応としてうたっておりま

す。 

 それから、最終ページの８をごらんいただきたいと思います。政府の対応といたしま

して、「新しい公共」を支える多様な担い手からなる総理主催の会議をこの夏にも設置し、

１２月末までに、政府の対応についてのフォローアップを行い、その結果を踏まえた提

言を行うとともに、政府と市民セクター等との、ここが非常に重要な一文なんですけど、

公契約や協約のあり方などについて議論を行うということで、当委員会でも、小委員会

を設けて協働事業における委託契約のあり方について議論をするということになってお

りますけれども、政府みずからこういうことを言い出しております。 

 あと、税制改正でございますが、税制改正の大綱の抜粋を出させていただきました。

これの１００ページ、最初のページですけど、６の市民公益税制で、国税となっていま

して、所得税の税額控除の導入ということでございます。認定特定非営利活動法人及び

公益社団法人等への寄附について、次のとおり、税額控除制度を導入しますということ

で、先ほどご説明しましたように、認定ＮＰＯ法人に寄附をした場合の所得税の特別控

除ということで、２行目で、２,０００円を超える場合には、所得控除との選択により、
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その超える金額の４０％相当額、あとの１０％は地方の住民税でございますけれども、

税そのものが、所得控除じゃなくて、税額控除ということで減じられるということでご

ざいます。 

 それから、１０２ページをお開きいただきたいと思います。先ほど申し上げましたよ

うに、（２）の認定ＮＰＯ法人制度の見直しということで、認定要件について、次の見直

しを行うということで、各事業年度中の寄附金の額が３,０００円以上である寄附者の数

の実績が１００人以上あればよろしいということです。 

 それから、１０３ページです。同じように、地方税で（１）個人住民税の控除対象寄

附金の拡大ということでございます。 

【事務局】  次に、新しい公共支援事業の実施に関するガイドラインについて、簡単

にご説明させていただきます。 

 新しい公共支援事業の実施に関するガイドラインということで、こちらのほうは、内

閣府の所管の新しい公共支援事業運営会議で検討されて、先月、２月３日に決定された

ものでございます。当事業は、「新しい公共」の活動の阻害要因を解決することにより、

「新しい公共」の担い手となるＮＰＯ等の自立的活動を後押しして、「新しい公共」の拡

大と定着を図ることを目的としておりまして、内閣府が推進する平成２２年度補正予算

による８７億５,０００万円の事業でございます。こちらのガイドラインですけれども、

新しい公共支援事業の円滑かつ的確な実施のための指針でございまして、都道府県に造

成される基金の設置、運用等に関して、その具体的な方針、方法を示したものでござい

ます。詳しくは、後ほどごらんいただければと思います。 

 以上です。 

【事務局】  続きまして、先ほどのフォローをいたしますと、円卓会議の中で、夏ご

ろまでに新しい推進会議をつくるというふうに表記されておりましたけど、実はそれが

既にできましておりまして、動き出しております。これは、資料としてはお出ししてお

りませんけれども、推進会議は、既に４回ほど開かれてございます。推進会議は、この

日程によりますと、これはまた、必要に応じて資料をお出ししたいと思いますけれども、

４月以降に提言をしまして、政府はこれに対応するというふうに日程が出されておりま

す。「新しい公共」全般について推進するという趣旨の会議でありまして、専門家だけじ

ゃなくて、ＮＰＯ側からも大分人材が入っておりまして、議論しているようであります。 

 これにつきましては、常にウオッチしておりまして、時期に応じて、資料をお出しし

たいと思っております。 

 それから、（９）ですけど、小金井市長による平成２３年度施政方針、これは「市報こ

がねい」をごらんいただきたいと思います。昨日に出た「市報こがねい」で、実は、こ

れは、３月定例会の２月１５日に、市長が施政方針を表明されたんですけれども、この

全文が掲載されております。この中で、一番最下段の「２面に続く」というところがあ

りますけれども、その１行目から１０行ほど戻りまして当委員会と関係のある部分をご

説明しますと、地域における協働推進を図る取り組みとしては、平成２２年度に引き続

き、市民協働や（仮称）市民協働支援センターのあり方について、市民協働のあり方等

検討委員会において検討するとともに、協働事業の可能性を探るワークショップを開催

いたしますとなっております。 

 それから、２ページのこれも一番最下段の行の後ろから１０行目ぐらいから改行した

ところでございます。平成２３年度においては、「参加と協働」の着実な推進を図るため、
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市民協働のあり方等検討委員会のご意見を、職員研修等へ反映させてまいりますという

ふうに言われております。 

 「ぼらんてぃあ こがねい」の１月１日号と３月１日号をごらんいただきたいと思い

ます。１月１日号の７ページをごらんいただきたいと思いますけど、私のほうで、政府

の税制改正大綱で、先ほど言いましたような寄附税制のことを書いてございます。一番

わかりやすいのは、右上の図なんですけれども、例えば、寄附金額が４万円の場合は、

国に認められたＮＰＯ法人への寄附金４万円の場合は、税額控除の対象額は、３万８,

０００円、つまり２,０００円減じますので、３万８,０００円になります。それで、所

得税は１万５,２００円、住民税は３,８００円、合計１万９,０００円の税額控除になる

というものでございます。これは、昨年の６月の「新しい公共」の円卓会議の提言をそ

のまま実行したものでございます。 

 次に、昨日付の「ぼらんてぃあ こがねい」で、これは、実は契約関係なんですけれ

ども、７ページに同じように書いてあるんですけれども、横浜市で研修がございました。

これは、理念を保証するより実践に近い契約形態ということで、協働の新たなステージ

というのがありまして、そのシンポジウムに参加してきました。主なことが書いてあり

ます。さわやか福祉財団理事長の弁護士の堀田力さんによる基調講演で、かなり全体像

が語られました。 

 それから、各市の先進的な協働契約にかかわる試みについてご報告がありました。ま

た、それに対する法的な専門家もアドバイザーとしておいでになりまして、法的な検討

も表明されました。 

 ということで、これらの資料等につきましても、今後、当委員会で小委員会をつくっ

てやるという方向になっていると思いますので、市民協働のあり方等検討委員会の議論

の参考に、さまざまな資料を出したいと思っております。 

 あと、予算の資料は課長から。 

【安藤委員長】  予算はいいですよ、後で。 

【事務局】  いいですか。 

【安藤委員長】  はい。 

【事務局】  以上でございます。 

【安藤委員長】  ありがとうございました。 

 協働に関する各市町村の動きから今の国の動きまで、全部説明いただきましたけれど

も、ご理解いただけたでしょうか。多分、難しいんで、ただ、ご理解いただきたいのは、

今、ずっと事務局のほうが、国の「新しい公共」ということで、かなり早い動きで動き

ますので、しかも、それが、それぞれのＮＰＯ法人にという部分に相当組み込んだ形で

ものが動くということと、もう１つ言うと、予算的には、今年度と来年度の流れの中で

もって、約何十億という予算が今走っております。ＮＰＯの活動等からの割り振りでも

って、各都道府県段階に、今、予算の配分が進められておりますけれども、大体、東京

全体として５億強の予算が配分されるというところまで見えてきているという。この５

億がどういう使われ方をするかが全く見えないというのが現状です。おそらく、各自治

体に落としていくというようになりますので、当然、小金井にもその５億何ぼかの財源

がどう流れるかというのはこれからだというふうに見ていただければいいと思います。

それに伴っての、いわゆるさまざまなＮＰＯ関連に関する仕組みという部分で、１つは

税制という部分が動いているというふうにご理解いただけるといいかと。 
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 税制で動くに当たって、先ほど、事務局のほうから言っていただきましたように、１

つは、「新たな公共」という部分については、かなり協働という部分が入ってきておりま

す。その部分が１つ。 

 それから、もう１つは、協働していくためのＮＰＯ法人等々が、どういうＮＰＯ法人

なのかというのが、それだけではないんですが、１つの目安として出てきているのが、

認定ＮＰＯ法人というふうになってきています。このＮＰＯ法人だけが協働の相手だと

は言っていませんから、かなり幅広くとらえるというふうに考えていいと思います。 

 認定ＮＰＯ法人の部分が、先ほどから言った税制の部分で、従来は、パブリックサポ

ートテストという、厄介なものすごく難しいテスティングをやっておいて、だから、あ

なたのところは認めますということでもって国のほうとしてはやってきたんですが、そ

れが、ほとんど伸びていないというマイナス点がございまして、それはおかしいという

ことで、この部分は、チェックリストの部分をかなり緩和しましたけれども、それでも

まだ非常に難しいだろうということで、昨年の１２月１日のときに、いわゆる与野党間

すべて、政党間を超えた形でもって、議員連盟が再発足しました。そこで、最初にやっ

たのは、ＮＰＯ法人に関する税制という取り組みをしております。それが、今言ったよ

うに、パブリックサポートテストを緩和するということと、あわせて新たに出てきてい

るのが、いわゆる先ほど事務局のほうから言っていただいたように、１口３,０００円で、

１００人からの寄附があれば公益性として認めようではないかというふうになってきま

したけれども、ですから、パブリックサポートテストよりはるかに、いわゆる合計額で

いって３０万円を超える金額ですし、１００件というのが、１つのクリアしなければい

けない部分ですが、これで、かなり地域で活動している人たちは、認定ＮＰＯ法人とし

ての要件として成立していくというのが１点。これが、１つ。 

 それから、もう１つが、これは、各自治体に関連してくるところです。先ほどから言

っているように、自治体単独でもってこれを認定ＮＰＯ法人です、税額控除の部分を認

めますという、この条例案が単独でつくった場合には、それを優先しますというふうに

なりますから、自治体がどう判断するかというのが、これが大きくなっています。です

から、ここで、多分これから協働だとか、市民参画の推進だというふうになったときに、

小金井市がどういうようなＮＰＯを推進しているのか、認めているのかということを条

例等々でもって決めれば、それも認定ＮＰＯ法人として対象にしますという流れです。 

 ですから、そういう意味では、非常にかなり緩やかになってきたということでもって、

協働の推進というものを、今の政府としては、市民の活力という、市民が支える、いわ

ゆる分権社会といってるところに、今、突入しようというのが、これまでの動きです。

そんなようなのが、国、さらに自治体並びの動きだと、背景だというふうにご理解いた

だけるといいのかなと思っています。 

 そんなことを補足させていただいて、協働とはというところに入っていきたいと思い

ますが、今の国の動き及び各自治体の動きの中で、ご質問なり、ご意見なり、もしあれ

ばと思いますが、わかりにくい中身ですので、どう質問していいのかというのがあるか

もしれませんが。どうぞ。 

【玉山委員】  すみません。素朴な質問なんですけれども、他市の例がたくさん出て

きて、帰って参考にさせていただくつもりですが、三鷹の例がよく私の周りで耳に入る

んですけれども、三鷹については……。 

【事務局】  あまりいっぱいやっても。 
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【玉山委員】  多過ぎてということですか。 

【事務局】  単純にそういうことです。必要だったら出しますから。 

【安藤委員長】  協働の原則等々については、多分、三鷹もそんなに変わらないんで

す。２１世紀プランをつくってくるプロセスの中で、三鷹は三鷹なりと言ってきました

けれども、中身の本質はそんなに変わっていません。ですから、今、出していただいた

部分を尐しごちゃ混ぜにしていくと、三鷹の分になると見ていいと思います。 

【山路委員】  ちょっとよろしいですか。今の話に関連して、むしろ、三鷹の例を加

藤さんも出さなかったのは、みんな同じような話だからということの説明ですよね。そ

れはそのとおりだと思うんですが。だから、これを読んで、どこがどう違うのかという

のがよくわからないんですが、むしろ、その違いとか、論点とか、力の入れ方がどこに、

どういう違いがあるのかというのを、これはよく読めばそれはだんだんわかってくるん

でしょうけれども、一番詳しい加藤さんに、そこのところを説明していただけませんか。 

【安藤委員長】  これを、どうしましょうか、仙台は割合と古いというとおかしいで

すけど、一番最初が横浜コードというもので、横浜市がつくったものなんですが、それ

にほぼ同時的に動いてくれたのが仙台ですので、これをもとにしてあちこちが動いてい

るという状況ですので、もし、比較すると、ここにある資料ですと、武蔵野市と西東京

市が匹敵するのかな。そういう感じですよね。中央区はいろいろと課題がある。あと、

残っているのはそれぐらいですよね。 

 例えば、加藤さん、武蔵野市の部分と、西東京という２つを比較していただけると違

いが尐し見えるかなというふうに思うんですが、もしくは、何か加えて説明しやすいほ

うでいいですが。 

【事務局】  いや、これは、委員の皆さんに、これは判断してもらおうと思ってあま

り分析はしていないんですけど、武蔵野市はわりと一般的です。ＮＰＯ・市民活動を行

う団体と市が、それぞれの主体性のもとにと、それぞれの主体性を持ってというのでや

っています。それから、お互いの特性を生かしながらパートナーシップを発揮し、地域

の課題や社会的な課題の解決という共通の目的のために、協力して公益的サービスの提

供に取り組み、あるいは新しい公共をつくり出すことを言うということです。 

 それに対して、西東京市は、わりと区切り区切りでやっています。１つは、市民団体

と市とが、相互に対等な関係のもと、これは、対等の原則をうたっています。それから、

互いの特性や立場を十分に理解し、認め合いながらというのは、先ほどの武蔵野市と共

通です。共通する課題の解決や目標の実現に向けて協力すること、これも武蔵野と共通

しています。大体、この辺の要件というのは、どこの市も入っております。 

 当市においても、条例ですけど、市民及び市が、それぞれの役割について、対等の立

場というのはほとんど入っています。連携、協力して市政を発展、これは、市政を発展

するというのは、市民参加条例独特の言い回しでしょうけれども、第４次基本構想の対

等な立場で連携、協力して、市民生活を充実させることと読みかえてもいいと思います

けれども、大体そういうふうに小金井のやり方で載っています。小金井は、他市からい

ろいろ持ってきて、一般的なものを並べているという感じです。 

 そんなところで、あまり比較、深い分析はできておりませんけれども。 

【安藤委員長】  違いは、今、言ったようにそんなに多くはないんです、ここは。何

かというと、基本的には、みんな先ほど言いました、横浜コードというのがそもそもの

始まりなんです。横浜でもってこういう協働の新しくパートナーシップ関係をつくって
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いきましょうということでもって、ＮＰＯのアリスセンターを含めながら行政とつくっ

てきたという横浜コードというのがある。これが、多分、６つぐらいがあるんですが、

それが大体共通しています。 

 それをベースにしてきていますので、この中で、武蔵野さんと、西東京さんで含まれ

ていないのが、例えば、西東京市のほうを開けていただけるとわかるんですが、基本方

針５というのがあるんです。基本方針５は、西東京の場合には、協働事業の評価システ

ムの構築という、いわゆる評価しますよというのが１つあります。なぜかというと、こ

こには、横浜コードは、１つは、時限性というふうに出ているんです。これに匹敵する

のは時限性。いわゆる期間を定めます。協働する期間を１年なら１年、３年なら３年、

５年なら５年というのを決めておいて、その時点でもってきちんと評価をした上で、さ

らに続ける部分については続けましょう、続けないならなぜ続けないんだという、そう

いう評価をしましょうというのが、横浜コードに入っている。それを西東京市の基本方

針５に突っ込んできた。 

 武蔵野さんは、そこまで触れていないんですが、３番目の役割分担の中に、若干、時

限性を入れたという、この重きの違いが尐し出ています。 

 おそらく、違いとすると、大体、その部分が違いがあるというふうに見ていいかなと

思います。あとは、大体、基本ベースは同じというふうにとらえていただいていいかな

というふうに思います。 

【山路委員】  ただ、西東京のほうを見ると、かなり、基本方針５とか、基本方針４

の中で、具体的に、これは、我々、小金井でやっているところと共通するところがある

のは、協働事業の評価システム、これはヒアリングの中でも評価をちゃんとやろうとい

う話が出ましたし、それから、行政の側の意識改革というか、職員研修で具体的にいろ

いろやってみましょうよというのも、これも小金井と似ているんですけど、そういう具

体化の取り組みの違いは出てくるというか、むしろ、こういうふうに抽象的、一般的だ

からこそ、そこら辺をどう具体化させていくのかというのが、大きな課題になっている

と。 

 もう１つは、大きな柱は、ＮＰＯの支援、具体的に協働の相手のＮＰＯをどう力をつ

けてもらえるのかというのが、なかなか自治体レベルではできなかったことが、今回、

国のかなり、できれば、画期的な取り組みによって大きく前進することは期待されると

いう、そこのところです。それを自治体レベルでもどうやってやっていくのかという違

いが多分出てくるんだろうというのは、今の話から読み取られてくるんですかね。 

【安藤委員長】  そうですね。 

【吉田委員】  それとですね、こういった定義、意義については、ある面でも、何と

言いますか、ある程度はいいと思うんですが、次に、今、我々もやっていますワークシ

ョップといいましょうか、いろんな事業を取り組もうかというのを、具体的にやってい

ますよね、私も若干参加させてもらっていますが。他市においては、どういう動き方か、

そういったものも今後煮詰めるんでしょうか。他市の具体的などういう……。 

【事務局】  それは、実は、この前の、これから、どういうものを検討するかという

中に、実は、今日はそこに入っていないんですけど、協働を推進するための仕組みとい

うものがあります。その仕組みの中に、例えば、新たに協働事業を創設して、市民提案

型の協働事業創設、それから、行政提案型の協働事業を創設したり、あと内部の推進会

議とか、外部を含めた推進会議、そういうのを組織として持つと、そういうものでもっ
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て仕組みをつくって推進していくというのが、次回以降に議論される仕組みの中に入る

だろうと思っております。そこには、いろんな先進的な例がありますので、また、かな

りの資料になると思いますけど、先進市の例を出していきたいと思っています。 

 それから、今、小委員長のほうで言われましたＮＰＯに対する支援というのも、各市

がやっております。そういうのも仕組みの中に入ると思いますので、資料でお出しして

あります。 

【吉田委員】  実際の動きを我々は知りたいなという。 

【事務局】  はい、そういうことです。 

【吉田委員】  はい、結構です。 

【安藤委員長】  はい、ありがとうございました。それでは、他市の動きというか、

今、お手元に行っている資料になりますけれども、そういうことを含めて、協働という

概念を、もしくは協働とはこういうものじゃないかということを大枠でいいんですけれ

ども、尐し皆さんのご意見を聞かせていただけるといいかなと思います。 

 ここに他市のものがありますけれども、そういったものをベースにしながらでも、実

際に活動されていて、こういう部分を協働していく上で必要なんだという、そんなこと

も含めて、皆さんの協働に対する考え方みたいなものをお話ししていただけると、そん

なのをルールの中に入れていきたいと思いますので、どうぞ、ご自由に、その辺の、協

働とは、私はこう思うというような、そんなところを尐しお話ししていただければと思

いますが、いかがでしょうか。 

【川合副委員長】  口火を切りましょうか。どうも、協働ということに関して個人的

に興味があって、いろいろ勉強させていただいていますが、この間のヒアリングを通じ

て、人によってほんとうに違うなと、何が何なんだろうとわからなくなったのが正直な

ところです。 

 たまたま、加藤さんが先ほど、資料で、示してくれた自治調査会の、協働のススメと

いうところに図があります。それを、安藤委員長に、これを気に入っているんだ、これ

で整理するとわかりやすいんだといった図がたまたまあって、それをお話ししていたら、

山岡理論だねというふうに教えてもらいました。この世界では有名な区分の方法だそう

です。 

 皆さんの配られた資料の中にも、その図柄があります。この、ブルーのＮＰＯ、協働

編の Q１の４のところにあります。何かというと、この山岡理論で言えば、自治体の領

域というものと、それから、市民の領域というものがあります。当たり前で、すぐわか

りますよね。こんなの当たり前の話としてわかるわけです。ところが、事業、ある事柄

にとってすごく自治体寄り、もう９０％以上は自治体じゃないか、公共の担い手として。

反対に、それは、もともとが市民団体の話であって、公共的にあまり絡まないという要

素があって、市民が携わるところは９０％で、自治体が絡むところは１０％ぐらいのと

か、その辺の話はいろいろあると思うんですけれども。 

 この間のヒアリングで言えば、自治体の職員さんの側から見ると当たり前ですよね。

自治体側から見ますから、自治体寄りのことを全部協働と認識なさった。反対に、ほと

んど、それは市民団体側の動きじゃないかと、例えば、彼らの言い方をするなら、助成

金とか、補助金を出している部分って、実は、あまり自治体がタッチしない。でも、全

部必要だと思う。だから、お金が必要だね、出しましょうということで、それは補助金

を出している。したがって、多くの課長さんたちはそれを協働と考えておりませんとい
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う答えがこの間多かったじゃないですか。 

 ところが、私たち市民団体からいくと、自分たちはしたいことがある。それが地域社

会の役に立つんだ、皆さんの福祉のために役に立つんだと思ってやっているんです。そ

れは官から見たら、確かに官の絡むところは５％、１０％かもしれないけども、手助け

してくれ、してほしいんだという領域は、多分子育ての分野なんか特に領域がはっきり

していませんから、多いと思うんですよね。実は、それを官から見た場合には、これは

そこのところはあまり関係ないんだといって考え方の中で切り捨てられているのが現実

ではないでしょうか。 

 そういう意味で、何が言いたいかというと、我々のような市民団体側と、皆さんのよ

うな自治体側から見たとき、両方ともそれは協働という概念だねと。それは今もおっし

ゃった、９０：１０か１０：９０かもしれないけど、それも実は両方がディスカッショ

ンして助け合えればよりよい公共サービスができるエリアなんだ、領域なんだというこ

との共通認識に立てるようなことを、１つの定義という言い方でしてみたらいいんじゃ

ないか。たまたまその図柄が、ちょっと皆さん方、見えますか。４枚目の山岡理論。加

藤さんにいただいた「市民活動団体等との協働のススメ」の図柄の方が分かりやすいが、

実は同じ概念です。 

 そんなことが、今度尐しディスカッションしてやっていければ、官の方から見ても、

これは協働エリアとして考えていいんだとか、我々から見ると、そんな部分もあるんだ

けど、我々はつい自分たちのことばっかり考えるけど、公共サービスをなさっている中

で、あるいは新しい今の公共の概念ができれば、今自治体の皆さんがなさっている、従

来の考え方でいけば、これは自治体の領域だと言われていたものを、もっともっと市民

におろしていこうよというふうなことが流れとして起こってくると思います。それは、

我々がもっと協力してタッチしていく領域があって、それを自治体さんからもどんどん

出してもらう、我々からもどんどん出していく。一緒にやりましょうとお互いが提案を

していくようなことになっていけばいいんじゃないか。 

 こんなふうに雑駁な話で、お話のきっかけに、スタートになるかどうかわからないけ

ど、実はそんなことを考えていました。その辺がどうもここの言う、定義とか意義とい

う中での整理にうまくつながっていけばうれしいなと僕は思うんですけど。 

 以上です。 

【安藤委員長】  今、副委員長のほうが言っていただいた図柄の説明へ行きますと、

もともと行政がやらなければならないものは行政がちゃんとやりなさいという論理なん

です。行政がやっているのをみんな市民に出せって言っているんじゃなくて、行政がや

らなきゃならないものは行政が責任を持って行政がちゃんとやるという部分です。市民

側のほうも、別に行政に頼らなくたって、市民が独自でやれる部分については市民が自

立してやりましょうという部分です。だけど、一緒に何らかの形で手を組んだほうがよ

り効果性があるよねという部分については一緒に手を組みましょうというのが協働とい

う言い方をしているわけです。ですから、ただ、手の組み方の度合いがちょっと違いま

すという話なんです。 

 それで何かというと、一番最初、本来は行政がやるべきことなんだけれども、そこに

民の力を尐し入れればいいよね、そうするともっと効果的になるよねという部分、だか

ら、そういう意味では、こちらの場合には行政が圧倒的主導権をとるんです。だけど、

民が尐し知恵をかしましょう、ちょっとお手伝いしましょうかという部分なんです。こ
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の部分。だから、どっちかというと主導権が行政にあるから、現行の制度でいけば、委

託という部分はまさに行政が主導権を持っています。行政の仕事をやるというふうにな

りますから、主導権は行政なんです。 

 それにかわって反対側、どちらかというと、市民が主導していろんなことをやってき

たよねという部分なんです。その、市民がやってきたよねと。ですから、市民側が主体

的に動ける。だけど、そこに行政が若干サポートしてくれると、一緒になってちょびっ

と手をかしてくれるとより効果が進むよねという部分なんです、度合いとして。それは

考え方としては補助という、いわゆる補助金は奨励補助ですので、どちらかというと主

導権は市民側にあるととらえる。 

 もう１つは、ここが今どうするかが問題なんですが、要は行政側も５分の力を出すし、

市民側の５分を力を出して、それでやることによって事業がうまくいくのがいっぱいあ

るよねという、この部分の出し方のルールが必要になってきている。ここは今ここで議

論しているところではないんですが、我々はどちらかというと、これを負担金という言

い方をしているんです。まったく新しい概念です。負担金。それをやれるかどうかとい

うことなんです。ですから、従来の委託契約とか補助契約ではない負担金契約みたいな、

分担金と負担金と言っていますが、そういう対等の形でという部分を考え出そうかとい

うのが、今川合副委員長が言ってくれた論理の大枠の仕組みです。 

 ありがとうございました。いろいろと協働に対する概念ということで。ほかにいかが

でしょうか。協働というのはこういうふうに考えたらどうかというのは。ふだんこんな

ふうにして考えていますというのはいかがですか。 

【山路委員】  今、川合副委員長が言われたことと同じことになると思うんですが、

結局協働する範囲、対象ということになると思うんですが、鳩山さんが言い出したのは

「新たな公共」ということですよね。それまでというか、言われているのが公共性とか、

公益性という言葉を使います。そういうものについて協働していこうという、甚だそう

いう意味ではあいまいな概念なんですが、ただ、それは地域によってもちろん多尐変わ

ってきてもいいわけだし、むしろ変えていくべきだと思うんですが、そういう「新たな

公共」と言っても何でもいいと思うんですけども、我々が協働の範囲とする、協働の対

象とする公共性というのは一体何だろうかということが一番大事な話なんです。 

 それをどう考えればいいのかというのが私の専攻分野にかかわる話ですが、やっぱり

最大の問題は、尐子高齢化という問題の中で、行政の中では、行政だけでは担い切れな

い、支え切れなくなってきた、量的にも質的にも非常に多様化してくるニーズにこたえ

ていくためには、それは協働ということを取り入れてやっていかざるを得ないというの

が最大の話だと思っているんですが、それ以外にいろんな話がありますよね。尐子高齢

化と言うと大体何でも含まれると思うんですが、その範囲をどういうふうに考えていけ

ばいいんだろうかということを、公共性とか新たな公共という言葉でごまかすというか、

抽象的な範囲にとどめずに、そこの中身をもうちょっと議論したほうがいいんじゃない

かという気はしているんですよね。 

【安藤委員長】  いわゆる「新たな公共」のためにどう協働するかという、また、公

共という範囲をどうとらえるかということですよね。協働するための公共。 

【山路委員】  ヒアリングの中でも、それから今の行政の中で一貫して持っている危

険性は、やっぱり協働という名の効率性、安上がりの行政という、結果としてそうなる

のはもちろん構わないと思っているんだけれども、それがまず先に来て、まさしく指定
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管理者制度なんかその典型ですよね。それがすべて悪いとは思わないけれども、要する

に安上がりのコストの実現のために、別に協働ということではなくて、安くやってくれ

るところだったらどんどん委託していきましょうよという話ですから、それでは協働と

は言えないし、「新たな公共」を担うこととは無縁ではないかということははっきりさせ

ておく必要があると思うんですけどね。 

【安藤委員長】  基本的には安上がりという、どちらかというと私もあちこちの首長

さんと議論したりしますけども、そのとき必ず首長さんはボランティアなんだとか、も

のすごく安くできるんですという言い方をするんですけど、決してそうではないんです。

だから、ボランティアという市民というか、そこに何を求めるかというのがないと、単

に安ければいいという論理に走ってしまう。安く走ってしまうことで、それが委託とい

う形で、このとおりやってくださいという下請化になっていくのがどうも今の流れにな

ってきていますから、やっぱり協働といったときに、今山路先生が言ったように、何を

目的にするのか、どういう範囲を協働の範囲にするのか、公共とは一体何なのか、この

辺のところを尐し整理しておかないといけないですね。 

 ほかにいかがですか。どうぞ、堀井さん。 

【堀井委員】  今、その図柄を見ても言えるんですけど、行政は公平に市民全体に対

して何かを提供しなきゃいけないという形だけど、市民とか市民団体というのは自分た

ちの考えている事柄、こういうことをやりたいとか、こういうふうに進めたいとか考え

ている事柄がそれぞれあって、私たち市民はそこについては、ここだけやるよというこ

とでいいわけですから、それぞれのミッションが公共の中に組み込まれることで、サー

ビスを受け手の側に公平じゃないけれどやれる部分を大事にできたらいいなと考えてい

る向きもありまして、そこら辺をどういうふうに組み込んでいけばいいのかということ

と、そういう団体、市民たち、ＮＰＯを増やしていけるような支援といいますか、その

辺を考えていきたいと思っています。 

【安藤委員長】  ありがとうございます。今、言われた部分で、これは西東京市なん

ですが、開けていただいた見開きのポイント①、ここに対等性というのが入れてあるん

です。その対等性という中で、いわゆる協働とは、それぞれが持つ特性をうまく融合さ

せ、助け合いながら、地域の課題を解決していくことですと。実はこの特性というのは、

今堀井委員が言っていただいたように、行政は対等性、でも市民全体は対等ではないと

いう、一個人を支えるということもあり得るけれども、そういう対等性ではない中でこ

の部分を支援していく、一緒にやっていく、サービスを提供していくという、このやり

方なんだと。だから、やり方がそもそも違うという、この違いを、ここでは特性をうま

く生かしながら、尊重しながらというのをここの言葉に入れて、対等性のところに来て

いるんですね。委託になると対等性も何も関係なくなりますので、これでやりなさい、

公平性でやりなさいとなりますけれども、協働は必ずしも公平性ではないかもしれない

という、この概念をどう入れたらいいかということですよね。大事な発想ですね。 

【堀井委員】  追加して言いますと、市民とか、学校とか、研究機関とか、行政じゃ

ない別のセクターと一緒に何か目標を持って進めていく、事業を考えるとか課題を解決

するという形で協働を組むこともあると思うんですが、そのときの協働の相手が持って

いる力とか、スキルとか、考え方とか、そこら辺をどう取り入れて、どう生かすかとい

うことになると思うんですね。委託についても、そこをある程度期待をするから成り立

つんであって、そこを期待しないで、ただただ委託するのは安上がりという、さっき山
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路先生がおっしゃっていたような方向にしか行かないんだと思うんです。もちろん対等

というところに帰結するのかもしれないけど、そうならないためにということを考えて

いきたいということです。 

【安藤委員長】  今言われた部分で、もう１個、協働の相手を尐しとらえないといけ

ないんですけれども、多分ここで行政、市側がとらえている協働は、行政と市民側とい

う、この協働を大きいベースとして考えているんですが、今堀井委員が言った部分は、

行政と市民側も、企業も含めると３つあって、こことここの、これが協働の相手として

今のところ議論のベースとしてはありますよね。今言われたのは、行政になるか企業に

なるかは別として、ここにいろんな別法人ももしかしたらあるとすれば、ここの部分も

協働の相手、ここの部分も協働の相手ととらえてもいいかという話ですか。 

【堀井委員】  それと、協働の相手が１対１じゃなくて、複数の相手もあると思いま

す。 

【安藤委員長】  はい。市民側が幾つかのＮＰＯと、こちら側が幾つかのＮＰＯと、

場合によっては行政が入りながら、これとこれとが全部くっついて何かをやりましょう

という協働もあると。１対１じゃなくて複数体制があると。 

【堀井委員】  そういうふうに考えていくほうが協働のメリットを大きくしていける

のではないかと思っています。 

【安藤委員長】  という協働の考え方、いわゆる協働の相手をどうとらえるかといっ

たときに、１対１もあるけれども、１対複数、複数と複数、それから、しかも行政だけ

ではなくて、企業や別の法人を含めて手を組むというやり方がある。 

 先生、これは逆に言ったら、この辺になると、我々がよく言っているプラットフォー

ム化という発想ですかね。 

【山路委員】  うーん、プラットフォームというんですかね。あと、大学はもちろん

ありますけど。 

【安藤委員長】  大学も当然ありますね。研究機関もあるし、大学もあります。 

【山路委員】  やっぱりそういう多様な担い手を考えていくべきだと思います。 

【安藤委員長】  そうですね。今、協働の相手というか、範囲というか、そこまでい

ただきましたけれども、公共というのをどうとらえるかというのもまだ尐しあるんです

が、その辺はいかがですか。公益とか、公共とか。 

【山路委員】  「新たな公共」というのは何か違うんですかね、鳩山さんが言われた

のは。 

【安藤委員長】  鳩山さんが言っているのは、そうですね、別にないんですよ。そん

なに目新しい、我々が１０年前に言っていた「新たな公共」と大した違いはなかったん

ですが、ここなんです。ちょうど３つあるから言うんですが、要は公共というと、全部

行政が従来担っていたという言い方をしているんですけども、行政が公共性だという。

でも、市民側だって、いろんな地域のさまざまな活動をしているのは、自分の利益のた

めにやっているんではなくて、ボランティアなんかも含めると、自分以外の、地域に住

んでいる多様な人たちのために、いろんなサービス提供や何かをやってきていると。そ

れも１つの新しい公共の範囲内ではないかというのをずっと言ってきたわけです。市民

がやる、自分の利益のためだけではないやり方をやってきている。だから、特定非営利

活動促進法の根本にあるのが、公益性という言葉をよく使っていて、いわゆる自分だけ

ではない、地域の幅広いいろんな利益、地域の利益のためにという部分。 
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 もう一個、公共性の中に入ってきているのが、行政とこことが手を組んでやるのも１

つの公益という言い方をしてきているんです。こことここで手を組むのも公益という言

い方をしてきた。行政と企業がというのは、ここは議論に入っていなかったんです。入

っていないんです。それは従来の取引関係みたいな形になっていますから、入っていな

い。ＰＦＩみたいな形が今ありますので、それはどうするかというのがあるんですが、

資本提供がある。 

 いずれにしても、ここまで一緒に手を組んでやることも１つの公益性というのが、従

来の方法論として議論してきたところですよね。だから、ここではもう尐し何か広げる

感じなんですが、鳩山さんのはそんなところまでしか入っていないんです。だから、先

ほど山路先生が言ったように、要は行政だけではできませんと。だから、市民が加わっ

てくださいという、そこを「新たな公共」と言い始めている。 

【山路委員】  ただ、そういう中身づくりを議論していて、やや虚しいというか、限

界を感じるのは、要するにその中身の範囲とか何かを決めるのは、国では国会、政府、

今の霞が関ですよね。それから、地域では、小金井の場合は行政があり、議会があるわ

けですが、行政自身は幸いなことに最近随分変わってきたと思うんですが、問題は議会

なんですよ。あんまり言ってもしようがないけど、やっぱりその範囲をチェックしてや

らなくちゃいかん役割を担っている議会がほとんど機能していないことも事実だと思う

んです。 

 それをだれがどういう形で決めるのかという１つの方策として、仕組みがあるから、

なかなかそれは変えられないといっても、私も限界があると思うんだけど、ただ、去年

デンマークへ行ってきて、デンマークのやり方が通用するとは思わないんだけれども、

１つ、これはなかなか参考になると思ったのは、議会の一方で、直接民主主義方式をと

っていまして、例えば高齢者のサービスとか、それから弁当なんかも大事なものだから、

みんなで試食して中身を決めたり、かなりきめ細かいところまで突っ込んで、高齢者の

代表が参加してやる高齢者評議会というのがあるんですが、そういういろんなレベルの

評議会をつくって、議会の限界をカバーするようなやり方をとっているわけですよね。 

 そういう意味では、協働の範囲を決めるような、例えば第三者委員会を、地域、地方

レベルで、小金井だったら小金井で何かつくって、もう尐し、議会がなかなかそこまで

できない、やろうと思ったらできると思うんですが、現実に機能していないわけですか

ら、それをカバーするような仕組みをつくらないと、なかなか協働の実も上がらないん

じゃないかと私は思っているんです。 

 ただ、そうなると話が行き過ぎますので、過激になり過ぎますので、なかなかそこま

で議論しづらいんですが、ただ、中身をほんとにどうやって、だれが決めるのかという

ことについてもうちょっと、市民の側の意見だけではなくて、もちろん行政の意見も含

めてですよ。やっぱり市民の身勝手な言い分もあるわけだから、それを第三者性を担保

するようなやり方。その１つの突破口は、直接民主主義的なやり方も１つのやり方だと

思うので、そういうことは考えられないかと思っているんですけど、いかがでしょうか

ね。 

【川合副委員長】  特に仕組みのところにいけば、それが１つのポイントだと私も思

います。あと、仕組みの中で言えば、行政の考え、動きなりと、それからもう１つは、

我々市民全体側の活動方針とか活動内容、両方の情報共有の仕方という、そういう共有

の場を設けていくなんていうことは、もう一つの仕組みのポイントじゃないかと。山路
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先生のおっしゃるのに僕は大賛成です。 

【玉山委員】  今の話とちょっと関連するかもしれませんが、例えば市民団体や市民

活動をする人たちは、そこは、例えばやりたいとか、やったほうがいいとか、そういう

問題意識を見出して、最初は小さな活動からやってくるところが多いと思うんです。勉

強を重ねたり、経験を重ねたり、制度なら他市のほうに行ったりして、よくも悪くも非

常に情報が大きくなって、これは必ずやらなきゃいけないことだし、みんなのためにな

るんだしと、気持ちが膨らんでいきますよね。 

 ただ、行政の方たちは基本的には異動もありますし、さまざまなほかの仕事も多い中

で、必要性がなかなか理解できないこともあったりすると思うんです。そういう中で、

今山路先生のおっしゃったような、それを考える委員会があるのもいいと思うんですけ

ど、私たちはそれだけをすればいいところがあっちゃったり、異動も、やる気があるか

ないかの問題で、非常なる温度差が、うまく言葉には言えませんが、だから私たちは大

事だと思うから公共だと思ってしまうんです。例えばその対象になる人が、今子供はと

ても尐ないですけど、絶対値から言えば全然尐ないじゃないですか。それでも大事だと、

こんなふうに思っているのを伝えるのが非常に難しいなというのが、協働の中でよく思

うことです。それをうまく消化したりし合えるのがどこかに何か存在するといいなと思

います。 

 あと、それと関係して、協働という言葉なんですけど、参加と協働と言われたり、た

だ協働と言われたりしますよね。参加というのは、私の頭では２種類あって、協働の前

段階としての参加、例えばこういう審議会的なものは参加と聞かれますよね。もしくは

考え方としては、協働の中に参加というものが存在するのかなとも思ったりして、幅広

く参加を訴えていく中で、それが協働に発展していく場面もあるかもしれない。もしく

は、制度や何かによって参加、協働にいかないただの参加もあるのかもしれないという

整理もされたほうがいいのかなと。この２つ。 

【安藤委員長】  ありがとうございます。今言った部分でいくと、意味合いが違うわ

けですね。もう一個、多分皆さん方が行政との関係で進めてきているのが、もう一つは

支援なんですよ。行政がこういった活動をどう支援できるかといったとき、皆さん方が

よく小金井の市報に載っけてくださいと。あれは参加でも協働でもないんです。支援な

んですよ。 

 ただ、その区分けをしないまま、自治体のアンケートをとると、よく協働はどうやっ

ていますかというと、市報に載せてあげています、会場をとってあげています、後援名

義を貸してあげていますというのも協働に入っちゃうんだけど、そうじゃなくて、あれ

は間違いなく支援になりますよね。参加というのは、今この会議とか、審議会とか、も

しくは市長への手紙みたいなものも場合によっては参加という大枠。 

 協働というのは、対等な形で何かをやるという部分が協働になりますから、そういう

意味では、ちょっと意味合いが違ってくる。だから、これは今ぐちゃぐちゃになって使

われているということですから、玉山さんが言うように、ここは尐し考え方を整理させ

ていただいて、ついては協働はどうするかでいかなければいけないというところですよ

ね。大事なご指摘ですね。 

【川合副委員長】  今の玉山さんのご意見の部分も、やっぱり僕は仕組みの中で、そ

れは中間の支援組織なのか、あるいは協働推進、行政の中にセクションをつくるのか、

今佐藤さんたち、あるいは加藤さんたちがやってくれている組織にもっと力を与えて、
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とりあえずそこへ投げたら何かしてくれて、行政へ働きかけてくれるなんていう、そん

なことの仕組みの議論の中で発展しないかなとは思っているんです。 

【玉山委員】  ただ、私はその温度差は悪いことだけだとは思ってなくて、逆に言え

ば、積み上がった市民のスキルをうまく利用してもらいたいと思うんですけれども、な

かなかそういう流れに、怒濤のように、どーんととめられてしまう印象がありまして。 

【安藤委員長】  だから、玉山さんが言われたのは、今川合副委員長が言っていただ

きましたように、おそらく市民側の思っている思いみたいなのが膨らみ過ぎちゃって、

どう伝えるかというのが行政側には伝わらないから、そこを翻訳する仕組みが必要だと。

場合によってはその部分と、山路先生に言っていただいたように、本来は議会がといっ

たけれども、そういう機能ではないとすれば、第三者委員会と言いましたけれども、行

政側がどう動いているのかということも提案しながら、情報を流しながらという、この

コーディネーションする仕掛けが今ないがゆえに、市民は思いが膨らんじゃって、行政

は単に市民と何かやれば協働だと言って膨らんでいってしまっているという。 

 だからそこにあるのが、多分来年度の議論になっていく中間支援組織のあり方みたい

なところが尐しそういう役割を果たすのかなという感じがしますけれども、それは山路

先生、そういう意味合いでよろしいですか。もっと違う意味合い？ 

【山路委員】  いやいや、それはもう、ぜひそういう役割はしてもらいたいと思いま

す。それは１つの方向ですよね。 

【安藤委員長】  そうですね。 

【玉山委員】  多分、山路先生はよくご存じだと思うんですけれども、子育て関連の

資料だけであっという間に何メートルも来てしまうんですよね。いろんなパターン、い

ろんな例、いろんな考え方、さまざまな年代。子供たちについてだけでもこうなので、

ほんとにさまざまなシーンを思うとさぞかし大変だろうと思いますけど、でもやっぱり

何とかうまく調整していっていただけるようになるといいなと思います。 

【安藤委員長】  いずれにしても、調布でも武蔵野でもどこでもあるんですけれども、

そういったような環境整備、それをやっていくための環境整備的なものが協働を推進す

る上で必要なんですというところですね。どういう機能を持たせるかは後で議論しなけ

ればいけないけれども、いずれにしてもそういう協働を進めていくときには第三者的な

役割を担う仕掛けが必要ですねということですよね。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ、飯野さん。 

【飯野委員】  市民参加条例というふうにはなっていますけれども、協働が条例にな

っていない、要綱に過ぎないということを盛んに言われていますので、今まではあんま

り表立っていろいろできませんでした。 

 ただ、いろいろ読んでいるうちに、ほとんどの課で協働の種はまかれているわけで、

種まきに例えれば、土壌のいいところに種がまかれて、それで双葉になって、それが成

長して、花が咲いて、実がなってというところまであるわけですよね。願わくば、さっ

き玉山さんが別の組織を立ち上げてとおっしゃったのが許されるならばいいんですけれ

ども、条例になっていないからそこまではいけないよという場合は、今していらっしゃ

る課の方が主になってくださって、年に何回か集まりを持って、いろいろ話し合って、

そして、そこから自分たちだけの課では無理だというようなことが出てきたときに、ま

た別の委員会が立ち上がるのが今の段階ではいいのかなと思いました。 

【安藤委員長】  いずれにしても、何かこういった活動をするときには、複数のセク
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ションなり複数の団体があるときには、そこを調整する何らかのものが必要なんだよね

という話ですよね。 

【飯野委員】  そうです。 

【安藤委員長】  何かがないと、勝手には動かないというふうになりますから。 

【飯野委員】  そうそう。 

【安藤委員長】  何かが必要だと。 

【飯野委員】  だから、条例が制定されるというのはどういう段階を踏まえて設置さ

れるのかも知りたいんです。 

【安藤委員長】  なるほど。 

【吉田委員】  それの関連なんですが、今飯野委員がおっしゃったように、ともかく

定義だとか原則だとか、これは我々も理解するところなんです。じゃあ、なぜそういっ

た協働支援事業が難しいのか。栄養が、どんどん双葉になっていけばいいんですが、な

かなかそこができないものは何だろうかというときに、よく我々は企業マンとして、人、

物、金と。 

【安藤委員長】  人、物、金、そうですね。 

【吉田委員】  委員長がおっしゃったように、安いところに、安くなければできない。

委託とか助成とか補助は限界がある。じゃ、そういったところがネックになってくるん

じゃないのかと。その中で、大学、研究機関も含めた形での、起業家というか、ビジネ

スチャンスを広げると。芽生えというか、インキュベーターというか、我々はそういっ

た場づくりが必要じゃないのかなと。 

 つい、行政の方がいらっしゃるから、１,０００名の職員がもっと本気になって、例え

ばここで調査しましたよ。今もうやっていますよね。そういったことが生かされて、反

映されて、あの調査を見ると回答なしもありましたよね。現実的に難しいところもある

でしょう。しかし、もうちょっと市の職員が取り組みについて真摯に考えてもらって、

こういった場を含めて、もっと浸透させて芽生えればいいなと。ただ金がないよ、人が

ないよ、場所がないよと。ＮＰＯなんかそうだと思いますが、そこはなぜできないのか。

それは議会の条例のこともあるでしょうけども、もうちょっと僕は、もっと逆に言えば、

じゃあ、もうかる事業って何だろうかとか、ある程度そういったものを加味した形でや

っていくということが実現するような具体的な手段が僕は今後必要かなと。ちょっと離

れた意見かもしれませんが、そう思います。 

【安藤委員長】  多分その話は仕掛けですから、もう尐し先であるだろうと思うんで

すが……。 

【吉田委員】  うん、でしょうけど。 

【安藤委員長】  大事な部分で、１つはやっぱり協働という部分でいったときに、先

ほどから公共性と言ったときに、必ずしも収益性が上がらないのが圧倒的に多いし、収

益性が上がれば、それにこしたことはないけれども、必ずしも収益性が上がるとは限ら

ない。だけど、多くの地域の不特定多数の人たちのために、何かをやっていくという部

分の仕掛けをどうサポートできるかという、多分そこなんでしょうね。 

 そうすると大事なのは、協働の中でいろんな議論が必要なのが、さっき言った人、物、

金というのはめちゃくちゃ大事。人、物、金、情報と言っているんですが、すごく大事

ですよね。これは企業であろうとＮＰＯだろうとものすごく大事なので、そうすると、

人、物、金のときに、行政とやると常にお金がないからだめですといったら、じゃあ、
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金をつくるほうを考えりゃいいだけですよね。だけど、金をつくっても、民間の金を持

ち込むのは委託の事業の中ではとても嫌がるんですよね。玉山さんがやっている委託事

業と、堀井さんがやっている……。 

【玉山委員】  委託事業にかかわったことは私はないです。 

【安藤委員長】  ない？ 堀井さんはありますか。そうすると、民間の金を独自に持

ち込むのは。 

【堀井委員】  絶対だめと言われます。 

【安藤委員長】  だめですよね。そうしたら、さっき吉田さんが言っていただいたよ

うな、人、物、金なんだけど、行政の金は限界がある。じゃあ、民間の金を持ち込んで、

それで事業をやるかという、この仕掛けは多分協働の路線の中ではないんですよ。そう

すると、それをどうやって打ち破るかというのが山路先生が言ったところの議会なんで

すよね。 

【玉山委員】  あと、もうちょっと理念的な話になるかもしれませんけれども、この

前たまたま小金井の市議会に、たまたまではなくて、ある議員さんが協働についての質

問を一般質問でなさって、興味があったので行ってきたんです。さまざまなやりとりが

されたんですけれども、ちょっと印象的だったのが、その委員さんは横浜か何かの研修

か講座を聞きに行ったんです。一歩間違えると、私たちはどうしても思いが強くなるの

で、要求団体に見えてしまう。その議員さんが言っていましたが、行政と市民なり市民

団体の中に信頼関係がないと、どうしても要求型にしか聞こえないのだそうです。それ

はそのとおりだとつくづく思いまして、そうするとやっぱり、もうちょっとさまざまな

信頼関係を、ちょっと理念ぽくなっちゃうんですけれども、そもそも信頼関係がまずな

きゃいけないんだなと、当たり前のことなんですけれども気づきました。それはどう生

かされるのかよくわからないんですけれども。 

【安藤委員長】  わかりませんけども、協働の中で、そのときの相互理解という、こ

の部分ですよね。相互理解するために両方入っているのが、十分な話し合いができるか

どうか、そういう場があるかどうか、それがどう担保できるかというのが、この協働路

線の中に入れられるかどうかかもしれないですね。 

【玉山委員】  そうですね。多分一見無駄とも思われる大量の時間が必要なんですが、

行政の方もお忙しく、市民団体側もさまざまなボランティア活動などをしている人たち

の中でそういう信頼を築くのが、そもそも難しいのかなと思ったりします。 

【安藤委員長】  だけど、これが先ほどから川合さんの触れてきている、山路先生も

触れている、そこにだれかが入ったらどうなりますかね。間に入ってくれたら。という

ところが必要なんですよね。 

【川合副委員長】  きっとそんな感じがしますね。 

【安藤委員長】  文化が違うから、だれかが入らないと、その文化が共有化できない

という部分が多分にあるとすれば、そこですよね。協働していくときに必要条件として

何かを入れる、間に入っていただく。 

【玉山委員】  信頼をつないでいこうとすると、これは必要不可欠ですよね。 

【安藤委員長】  ですね。 

【玉山委員】  ほんとにないと難しいと思います。 

【堀井委員】  そうですね。それに追加して言いますと、市民の持っている言語と行

政が持っている言語は全く違うので通訳が必要です。お互いに出し合いながら共通の言
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語をつくっていくというのが、必要なのかなというふうに思いますし。委託を受けてい

る中で、私たちが思っていることと同じことでも全然違う方向から見てるんだなと思う

ことも結構ありますので。そこら辺のすり合わせを時間をかけてやっていくことが必要

だと感じています。 

【安藤委員長】  そうすると、先ほどからずっと出ているように、協働していくため

の定義とか、ルールとか、原則とかって、こうありましたけど、今言ったように、文化

が違うから十分話し合っていける、時間がかかるかもしれないけど、そういうきちんと

相互理解していくためのルールというのが保証されないと協働にはなりませんよとい

う、そういうことは１つ柱の中に入れなければいけないということですかね。 

【堀井委員】  そういうことを考えると、ここにもあるんですけど、行政改革や行政

機構の適正化が進められると、協働が進むというようなことが書いてありますが、そこ

はすぐさま行政改革にはつながっていかない部分も出てくると思います。だから、手間

も暇もかけながら、最後には行政改革のところまで到達するだろうし、市民が担ってい

く部分がとても増えてきて、行政がスリム化していくのかもしれないけれども。最初の

ところは手間も暇もかけましょうとしないといけないんじゃないかと思います。 

【安藤委員長】  それは多分、いろんなところの、いわゆる横浜コードとかいろいろ

といってきたところの、尐し、お互いの違う姿勢があるから、そこを相互理解しながら、

それを気づくための十分な時間をどう取るかということで、しかも、一緒にやっていく

ときに、それは対等でないとできませんよという、上から下ではありませんよという、

この部分をどうつくるかということですね、ルールとしてね。 

 多分、皆さんが先ほどから言っていただいているのは、あちこちの出されてきている

相互理解とかいろんな、そういう協働に関する考え方みたいなところのルールづくりが、

割合と共通してお持ちいただいているなというふうにとらえたんですが、それはそれで

よろしいでしょうか。 

 そのときにもう一つ基盤整備みたいなもので、間に入る、それがどうしても必要がな

んだと。翻訳していただける、仲介していただけるものが必要なんだと、この部分です

よね。 

 全般にわたって、定義とか意義とか原則とかという、じゃあ定義とは何なのか、意義

とは何なのかというのが実はあるんですけれども、全体にわたって尐しご意見をいただ

いたというふうになりますが。先ほど、一番最初、山路先生が公共とか公益とかという

ふうに言われたんですけど、それはどういうふうにとらえますか。公益、公共。公共と

いうとまた、新たな公共とごちゃごちゃになるのでちょっと言葉を変えてみる。 

【飯野委員】  何かちょっとうまい意見になるかどうかわかりませんけれども。 

 学校でいろいろ面接とか、成績がいいとか悪いとかで決められて、今は、何て言いま

すか、絞られて、そして現代社会は、上でもって全然そういうもの無視されて成果の上

がらない結果に終わるわけですよね。ですから、そういう人たちが全部自治体に出てい

らっしゃるわけですよね。 

 そういうところでこの市役所の方たちが、今までは対面でいろいろなさるときも、本

当に大変だったと思いますけれども、だけどもそれを上手に切り抜けてこられて、それ

で今、本当にすごくよくなったと思うんですよね。 

 やっぱり市役所の方も本業がおありになります、なりわいがおありになりますから、

それをないがしろにしてまで、そういう市民たちと手を携えていくことは難しいとは思
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いますけれども。時代が変わっていくということで、どちらも成長していっていると思

いますので、その部分、本当にこれから、お互いに信じていく以外にないと思うんです

よね。 

 やっぱり小金井は、皆さん一番この辺では長生きをしていらっしゃる地域というふう

にも言われてますから、それを皆さん望んでいらっしゃると思いますし。本当にそれが

一番の幸せだと思いますからね。本当にその辺でみんなが共通の志を持って過ごしてい

けば、そこの学校で阻害された方たちとか、いろんな思いを持った方々、行動を起こし

た方、いろんな方も、ここで支えていく、ここが支える場所だというふうにしたいぐら

いに、私はこの委員をさせていただいて、思っております。 

 ですから、本当に長寿社会になって、みんなが長生きしたい、決して死にたくないん

だという思いをみんな持っていらっしゃるわけですから、それを理想に掲げて、絶対い

ける市だと思うんですよね。せっかくこの世の中に生まれてきて、そういういろいろな

制約があって、本当に今まで歴史上の人たちもここでいろんな思いをされて暮らしてこ

られて、そして今があるわけですから。本当にこのいろんな市役所の施策とかそういう

ものも市民と一緒にしたいというふうに言ってくださっているときにこそ、この目標を

達成したいなというふうに思います。 

 ちょっといろいろ監査委員から言われていた、最も効果のありそうな安心・安全のま

ちづくりのための施策ですね。例えば、児童・高齢者の見守り、安全パトロールの実施

というもの、私は町会を代表してきましたので、それがまず実行できればいいというふ

うに思っています。 

 もう一つ、市民部市民課というのがございますけど、ちょっと飛躍するようですけど、

それを市民参画課というふうにできませんかというお願いと。もう一つ、ちょっと言い

過ぎかもしれませんけど、ある歴史上の人物が、上士も下士もないって、そしてその方

の歩まれた末路が暗殺でしたよね。それを思いましたら、私は本当にこんなにありがた

いことはないと思いますので、ぜひ死とか暗殺とか殺人とか、そういうことのないまち

を目指していきたいというふうに思っております。 

【安藤委員長】  多分、この協働するときのミッションが、安心安全とあわせて、小

金井で生活できててよかったなということが言えるようなまちに、市民も行政も企業も

手を携えながらやりましょうという、それが協働の大きな意味合いですよね。ただ、そ

のときのルールをどうつくりますかというのは、今議論していただいている。だから、

飯野さんが言っていただいたようなミッションをベースにしながら、どういうルールだ

ったらば協働できるかというような、この辺のところの、今いくつか出されたような部

分が尐し基本方針として入ってくるといいのかなという感じはいたしますが。 

【玉山委員】  公共とか公益は、市民サービスという言葉とどうかかわりますかね。 

【川合副委員長】  僕もちょっと同じことを申し上げますが。公共といっちゃうと、

先ほどの堀井さんの話にもあるように、どうも公平で広く一般にという世界、何かイメ

ージがそんなになるんですよね。 

 そういう意味では、先ほどの図柄からいけば、どちらかというとこちらの部分に近い。

どうも公共と言っちゃうと、ここが飛んじゃうじゃないか。あるいは違う世界に見られ

ちゃうんじゃないかという感じがするんです。その意味では、ちょうどこの小金井市の

協働推進基本指針の中の理念のスタートに、市民が暮らしやすいまちづくりを進めるた

めに協働しようというふうに書いているわけ。そうすると、ちょっと違いますよね。大
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分変わりませんか、概念が。 

 そうすると、我々自身がやりたいこと、ちょっと手助けをする、それは１１万市民の

うちの５万人しか影響しない、１万人にしか影響しないかもしれない。でも１万人の人

に対してプラスになるよというのは、僕はいいんじゃないかというふうに思うんですよ

ね。それをちょっと今、この公共という言葉でくくられちゃうんで、ちょっと言葉を変

えてほしいなという感じです。 

【安藤委員長】  公共という言葉がいいのかわかりませんけど。 

【川合副委員長】  わかりません。 

【安藤委員長】  協働だけが公共では決してないですよね、今論議してきている中で

は。そうすると、行政も公共だけれども、協働しない市民グループが自分たちがこうい

うことをやっているんだというのも公共ですよね。だから、公共の範囲というのは、全

部通して、そういう中で協働する部分がありますよという部分ですよね。だから、そう

すると、公共という部分をもう尐し文言に落とすとどうするのかというのがちょっとあ

るんだけれども、多分、そういう範疇でいいんだというとらえ方でいいです、協働だけ

ではないですというとらえ方をしていると。 

【川合副委員長】  公共だけではない。そうですね。 

【安藤委員長】  公共は協働だけではないという。いわゆる１グループが小さく１人

のため、２人のために対して、この地域のためにとやっていることも含めて公共なんだ

と。 

【川合副委員長】  そっちのほうにいったわけですね、公共の概念が。 

【安藤委員長】  という概念で、その中の行政と手を組んだり何かする協働という部

分が方法論としてありますよと。そのときのルールがないんで、今どうしましょうか、

考え方を整理しましょうと、この部分でよろしいですかね。 

 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。雑駁な協働という概念の整理を

今しているんですが、今井委員はいかがでしょうか。ＪＣとしていろいろと協働をやっ

てきて、いろいろあると思うんですけど。 

【今井委員】  いろいろ細かいことをやらなきゃいけないけど。正直言って、何をや

るんだかよくわからない、今の話。そこまでいろんな決めておかないとできないのかな

とか、でも決めておかないと多分できないんだろうなとか。と思いながら聞いて、何か、

ちょっときょうの話し合いは入りにくいなと思っていたところです。 

【安藤委員長】  ありがとうございます。 

 何らかのルールがないと、皆さん方が行政と何かやりたいけど、いやそれ違いますっ

てはじかれちゃうんで、はじかれないためにどういうルールをつくるかというところを

尐し可視化させるというのが、多分この委員会の役割ですので。文言化していかなけれ

ばならないというところですね。ありがとうございました。 

 全体を通して尐し、まだこの部分はぜひ考えておいていただきたいとかというのはあ

りますか。もうちょっといろんな形で公共とは何かというのを尐し、実際文言をつくる

ときには、つくらなきゃいけないんで、細かい議論はしていただきますが。 

【玉山委員】  ちょっと変な意見かもしれませんけれども。 

 市報とかにも市長の施政方針演説とか、行政サービスアップのために、さまざまな計

画の推進のために市民の参加と協働は欠かせないというふうに訴えていらっしゃいます

よね。そうすると、行政職員の、これは基本的な職務になってくると、私は実は思って



 28  

 

いるんです。 

 私たちは押しているんじゃなくて、行政からも何か出てくるものがあるとよりよいコ

ラボになると思うんですけれども、今行政内部で、例えば協働について私たちと同じよ

うな議論がなされるんでしょうか、それともなされないんでしょうか。 

【安藤委員長】  それは私にもわかりません。（笑）ただ、今のやり方は三鷹方式なん

ですよ。 

【玉山委員】  三鷹はこうなんですか。 

【安藤委員長】  三鷹は、行政は行政でやって、市民は市民でやって。 

【玉山委員】  で、結果コラボさせていくと。 

【安藤委員長】  そうそう。それが三鷹方式なんです。 

【玉山委員】  私は、基本的な職務という言葉を考えると、絶対、全職員これについ

て全体職務だと思っているんですよ。そうすると、例えば行政内部でこういう委員会が

開かれて、市民とやるには何が難しいかとか、まるで鏡に映したように、反対側という

か、行政の中でも議論がなされればもっといいなと、ちらっと思うんですけど。それは

無理な話なんでしょうか。 

【安藤委員長】  並行線にするか、ちょっとわかりませんよ、これは後で検討してい

ただきますけれども、並行線で今みたいな形で、これと同じように進めるか、一応協働

という概念をここで議論して諮問に答えていったものを、行政内部でもってそれを進め

るために行政職員の研修を常にやって、協働とはどういうものなのかということをきち

んと伝えていくみたいな、それを事業に反映させるという、多分流れとしては２つの流

れをつくれると思うんですが。両方ありなのか。ここでも協働という考え方がまとまっ

ていませんから、どうするか。 

【玉山委員】  そういう意味でもいろんな知恵があってもいいと思うし、優秀な職員

さんたちがたくさん集まっていらっしゃるところだし、逆に言えば、現場の渦中にいる

人たちの知恵を借りない手はないなと思うし。 

 この市民参加条例ができてから、もう七、八年ですかね、たちますけれども。頑張っ

てはいらっしゃっても、多分目の前のことでいっぱいだし、いろんな法律とかにも、そ

れこそ、枠の中で働いていらっしゃる方たちの思いは、ヒアリングで随分わかりました

けれども。彼らの中での知恵もちょっとあるといいなと、ちらっと思いました。 

【安藤委員長】  今の問いかけについては、どなたが答えてくれるか。 

【事務局】  今、玉山委員が、庁内においても協働に関しての検討組織みたいなもの

を設ける必要があるんじゃないかというご意見だったかと思うんですけれども。 

 そうですね、現状、庁内にそういった組織というのはないです。これからこの委員会

で議論していただいて、来年度末に答申をいただけるということになっているわけです

けれども。その答申の中身のほうで、そういった庁内においても、そういう組織が必要

なんではないかといったような内容で、ご意見なり答申なりという形で出れば、それは

市長に答申されるわけですから、まず全庁的にそういった組織の立ち上げてといったも

のも視野に入れながら、今後取り組みにつなげていくというような形になってくるかと

は思うんです。 

【玉山委員】  研修とは違うと思うんですね。私たちが投げるだけでも違う気がして、

やっぱりコラボしていきたいと、すごく思います。 

【安藤委員長】  多分これが協働になって、どこかの中に突っ込めるかどうかわかり
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ませんけども、いわゆる研修という部分は常にやって、この部分を理解していただくと

同時に、今言ったように、皆さん方から行政に対して、こういうのをやりたいという提

案をしていく、むろん行政からも提案が出てくると思いますので。その仕掛けがまだな

いので、どういう仕掛けにするかというのは議論だと思いますけれども。いずれにして

も、それ、投げ合うという、そこで同じテーブルでもって議論していくと、この仕掛け

なんですよね。そういう仕掛けをどう入れられるかというふうになりますので、大事な

点です、ありがとうございました。 

 ちょっと時間が、あと５分ほどしかありませんが、ほかに何かあればと思いますが。 

【堀井委員】  次の予定とかで、こういう定義とかルールを議論するだけじゃなくて、

今まで市民も行政と協働をいろいろ進めてきているんだと思いますので。よその事例と

か、実践例の検討をし、失敗したことはこうだったとかというような、具体的なところ

に踏み込むのを１回ぐらいやっていただけるといいのかなと思います。 

【安藤委員長】  それが１つなのと、もう一つ、前回ヒアリングしてますよね、あそ

こから拾えませんか。せっかくやっているんだもの、また改めてというよりか、実際に

行政の方にいろいろ聞いているから、その部分を尐し検討して。 

【堀井委員】  市への調査ではなくて、市民の側への調査ですよね。 

【安藤委員長】  いえ、これやってますよね、先ほどお配りした協働調査というやつ。

行政の方々のご意見というのを伺っていますよね、課題とかね。それを拾うということ

じゃまずいですか。 

【堀井委員】  それも必要でしょうし、市民の側からの具体的なことも拾っていく必

要がある。 

【安藤委員長】  それは前にやっていただいたやつがありましたよね、実態調査。そ

こから尐し拾って、逆に言うと、ヒアリングするときに、尐しこちら側のテーマを絞っ

て、この部分を聞きたいとか、これはどうなっているという、そこをきちんと定めてか

らヒアリングしたほうがより効果的ですね。漠然として聞くよりもね。どうだったとい

うよりも、この辺はどうですかみたいなね。それは場合によっては、まとめていくプロ

セスの中では尐し入れ込むのも可能かなという感じはしますけど。 

【玉山委員】  市民協働推進支援調査報告書について、ちょっと見てみたんですけど、

やっぱり児童館とのやりとりを協働だと感じている市民の方が何名か意見を上げていら

していて、でも現実、児童館は協働事業が１つも上がってきていないので、また改めて、

おっと思いました。 

【安藤委員長】  だから、今度はそういうのを尐し分析して、これは協働とはいえな

いとか、この事業は協働としていえるという、何かそこは尐し研究する必要性があると

思いますので。 

【玉山委員】  そうですね。でも、市民としては市とかかわっただけでも、いい意味

でもわくわく感というか、私は参加しているんだ、協働だわって、そういう気持ちも大

事だと思うんですけどね。 

【安藤委員長】  はい。ありがとうございます。 

 そんな進め方の方法ということで、ちょっと大事な部分、いただきましたので、それ

を尐し加味させていただきながらというふうに思いますが。 

 それでは、全体を通して、きょうのやつはあえて文言になっていませんので、先ほど

事務局が言った、どういう進め方がいいかというのがちょっとあるんですが、尐し起草
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委員会的なものを立ち上げて、今議論していただいているやつを尐しきちんと文章化し

ていくみたいな、そういうものをちゃんとやらないと、この部分については割合と観念

論的な部分が多いですので、それを尐し文章化するというプロセスをとらせていただく

ために、何回かこういう部分のやつをやらせていただいたものをトータル的に文章化す

るというふうにもっていきたいと思います。 

 その文章化したのを見て、いや、こうでもない、ああでもないと、もう一回なるだろ

うと思いますので、そんなプロセスで、尐し皆さんの考えている意見を今いただいたと

いうのがきょうになりますので。そんな手順だとご理解いただいて、次回、またもう尐

し中身を詰めていくというふうにしたいと思いますが。 

 次回は４月に決まっているんですよね。 

【川合副委員長】  ええ、２２日。 

【安藤委員長】  ２２日ね。次回は、前回に夜というふうにしましたので、そうした

いと思います。 

 そしてその次を決めておきたいと思うんですが。 

【事務局】  次回４月２２日の場所は前原のＡ会議室です。 

【安藤委員長】  ああ、向こうね。 

 それで、その次の委員会をというふうになると、前回、午前と午後と交互にというよ

うな言い方をちょっとさせていただきましたので。 

【玉山委員】  肝心なお二人がお休みなので。 

【安藤委員長】  そうなんです。ちょっと複数候補を挙げさせていただきますので。 

【堀井委員】  今日、午前に会議がありますよね。午前にやると言ったら、傍聴する

人のことを考えているのかと言われまして。やっぱり夜なり日曜日になり土曜日なりと

いうところに設定していかなければいけないのかなと、ちょっと反省しました。 

【玉山委員】  さまざまなバリエーションが。あと、私的に言えば、子育て世代はや

っぱり午前が来やすかったり。 

【安藤委員長】  だから、いろんな立場の人がいるから、これでしかやりませんじゃ

なくて、今回、午前中やりましたけれども、次回は夜やるとか、次はどこでやりますか

ということで、いろんなバリエーションをつくって、いろんな方々に参加していただく

ということでいかないと、いろんな考え方がありますので。１本だけで、これでいきま

すというわけにいかないと思います。 

 事務局、４月２２日は夜やるというのでいいですね。その次といったら、大体いつぐ

らいがよろしいんですか。 

【事務局】  ５月ですかね。 

【安藤委員長】  ５月のいつぐらいがよろしいでしょうか。議会とかいろいろなもの

が入ってくると思いますが、そういうのを避けていくと。 

【事務局】  ５月末ぐらい……。 

【安藤委員長】  ５月の末ですね。 

【事務局】  ５月末ぐらいであれば。 

【安藤委員長】  であれば大丈夫。 

【事務局】  はい。 

【安藤委員長】  そうすると、２３日の週になりますが、どうしましょうか、今言っ

たように、多分、白井委員が昼間は出にくいというのは前から言われていますので、あ
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らかじめといいながらも非常に出にくいんですが。順番でいきますと、５月の下旪を考

えるとすれば午前中になりますが、どうしますか。 

【山路委員】  そうすると、白井委員はやっぱり平日はなかなか難しいんですよ。そ

うするとたまには土日でどうですか。 

【安藤委員長】  よろしいですか。土日っていうと、２８日になりますが。可能です

か。 

【玉山委員】  いきなりバツ。 

【安藤委員長】  いきなりバツ。じゃあこれはだめ。そうすると、日曜日というのは

どうですか、大丈夫ですか。きついですよね。 

私、６月４日が全然だめなんで、すいませんが、２１日の土曜日というのはいかがです

か。 

【事務局】  協働のワークショップが。 

【事務局】  午前中ですね。 

【安藤委員長】  協働のワークショップが午前中。午後やるというのは、事務局、き

ついですか。 

【山路委員】  それはちょっと、ええ。 

【川合副委員長】  なかなかなあ。 

【山路委員】  あとはまあ、平日の夜ということにしますか。 

【安藤委員長】  次回は夜ですから、もしやってあげるとすると、午前中か昼間。で

も白井委員は前回のときに、やるんだったらば午前のほうがいいと。 

【川合副委員長】  どちらか、中途半端が一番嫌だって。 

【玉山委員】  午前か夜っておっしゃいましたね。 

【安藤委員長】  そう、午前か夜と言われた。 

【川合副委員長】  じゃあ午前にしよう。 

【安藤委員長】  とりあえず午前で組みますか。 

【山路委員】  はい。 

【安藤委員長】  土曜日は今言ったところでは難しそうなので。 

 ２３日の週で、どうしても午前中だめというところはありますか。よろしいですか。 

【飯野委員】  ２３日、１日だめです。２３日の月曜日。 

【安藤委員長】  月曜日がだめ、はい、わかりました。 

 そうすると、２４、２５、２６、２７というところで見ますが、２４日がだめという

方はいらっしゃいますか。 

【山路委員】  ２４日はだめですね。 

【安藤委員長】  ２５日がだめという方いらっしゃいますか。これが１つ。もう１日、

ちょっとお二人欠席なので、取りたいと思いますが。２６日だめという方いらっしゃい

ますか。よろしいですか。 

 じゃあすみません、申しわけないんですが、２５と２６をちょっと確保しておいてい

ただけますか。千葉委員と白井委員の日程を聞いた上で、どちらかに決めていただくと

いうふうにしたいと思います。 

 お二方については事務局で連絡して決めて、あと多いほうでやるというふうにしてく

ださい。 

【事務局】  はい。 
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【安藤委員長】  ちょっと１２時回りました…… 

【事務局】  委員長、すいません。 

 次回の議題でございますが、この議題は、これで一たん終えていいですか。 

【安藤委員長】  どうしましょうか。多分消化不良になっていますので、もう一回ぐ

らい、ちょっと、さらりと。 

【事務局】  再掲していいですか。 

【安藤委員長】  再掲していただけますか。 

【事務局】  わかりました。 

【安藤委員長】  そして、きょうのやつを尐し柱建てみたいな形でちょっとやってい

ただけますかね。そういうふうにしたいと思いますが、よろしいですかね。私もかかわ

りますからね。 

 じゃあ、それを次回ちょっと、大枠をもう尐し固めるという作業をさせていただいて。 

【事務局】  そうすると、次の順番としましては、協働を推進するためのしくみとい

うのに入るんですが、それは入れていいですか、だめですか。 

【安藤委員長】  入れておいてください。入れておいて、そこもまた漠とした、いろ

いろな意見交換をさせていただきますので。 

【事務局】  ここで結構他市の例等が出ますので、よろしいですか。 

【安藤委員長】  はい。 

 それじゃあ、すいません。時間をちょっとオーバーして申しわけございませんが、こ

れで終わりにしたいと思います。お疲れさまでした。 

 

―― 了 ―― 

 


